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令和３年度 第３回 

焼津市地域公共交通会議 会議録 

開

催 

日時 
令和３年 10月 26日（火） 

午前 10時 00分～11時 00分 

場所 焼津市役所１階会議室１Ａ西 

報告事項 (1) 令和３年度上半期市内バス路線の利用状況 

(2) 焼津インターチェンジ周辺地域デマンド型乗合タクシー試験運行の利用状況 

について 

(3) 令和３年度第２回焼津市地域公共交通大井川分科会について 

協議事項 ・大井川地区再編案について 

出席委員 

12名 

（公共交通会議） 

会 長    福與 直己 （焼津市） 

委 員(代理) 市川 真也 （しずてつジャストライン(株)） 

委 員    中村 道也 （(株)アンビ・ア） 

委 員    堀内 哲郎 （(一社)静岡県バス協会） 

委 員    杉本 徹 （静岡県タクシー協会志太榛原支部） 

委 員    江間 綾子 （中部運輸局静岡運輸支局） 

委 員    山田 裕一 （ジャストライン労働組合） 

委 員(代理) 松林 花菜 （静岡県交通基盤部） 

委 員    古川 泰雄 （焼津市自治会連合会） 

委 員    村上 とき子（焼津市民生委員児童委員協議会） 

委 員    神谷 剛史 （焼津市社会福祉協議会） 

委 員    渡辺  央 （静岡福祉大学） 

欠席委員 静岡県島田土木事務所 稲垣 信之 

静岡県焼津警察署 井上 寿晃 

さわやかクラブやいづ連合会 遠藤 耕輔 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 焼津市建設部長 久保山 巌夫 

傍聴者 １名 

議事内容 

会議の成立 委員総数 15名の内 12名が出席している。過半数を超えているため会議は成立する。 

報告事項 

(1)(2)(3) 

(1) 上半期 市内バス路線の利用状況について 

(2) 焼津インターチェンジ周辺地域デマンド型乗合タクシー試験運行の利用状況に

ついて 

(3) 第２回焼津市地域公共交通大井川分科会について 

＊資料 説明(事務局) 

資料：「令和３年度 第３回 焼津市地域公共交通会議【説明資料】」 

(1)p.2～10 

(2)P.11～14 

(3)p.15～19 

 

【質問・説明等】 

○古川委員：帰りの便について、予約は 1 時間前までとのことであるが病院などで

用事が早く終わった、遅くなった状況が発生した場合、予約の変更を

することは可能であるか。 
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⇒事務局：焼津インターチェンジ周辺地域デマンドタクシーでは、１時間前まで

は対応可能となっている。１時間以内のタイミングでの予約変更は可

能な限り対応しており、同様の対応方法を考えている。 

 

協議事項 ・大井川地区再編案について 

＊資料 説明(事務局) 

資料：「令和３年度 第３回 焼津市地域公共交通会議【説明資料】」 

p.20～31 

【質問・説明等】 

〇堀内委員：事業者の選定について、10 人乗りのワゴンタイプの車両の準備は事

業者と市のどちらが準備するのか。 

⇒事務局：車両の準備も含め事業者に委託する。 

 

〇堀内委員：大井川地区デマンド型乗合タクシーの運行について、乗車時間や乗り

継ぎ時間等の利用者の希望に合わせ運行するのか。 

 ⇒事務局：目安ダイヤを設定し、運行する。目安ダイヤは、乗合人数が少ない場

合に早く到着する可能性はあり、乗り継ぎ予定の１つ前の便に乗車す

ることができる場合はあるが、乗り継ぎ予定の便に遅れることはない

と考えている。 

 

〇古川委員：住民説明会はどのように実施するのか。 

⇒事務局：12月の住民説明会は、大井川の東・西・南地区の自治会館又は、公

会堂で各１回、大井川公民館で１回の計４回の実施を予定している。 

 

○古川委員：大井川地区には 15の自治会があり、自治会長と調整し回覧板で周知 

すると全世帯に周知されるため検討してほしい。 

⇒事務局：組回覧をお願いする予定である。 

 

〇渡辺委員：乗り継ぎ箇所では待ち時間もあるため、ベンチや待合スペースがある

と良いと考えるが、検討されているか。 

⇒事務局：今後検討していく予定である。 

 

〇江間委員：令和３年度第２回焼津市地域公共交通会議の資料では、道路運送法第

21条又は第４条による運行とされていた。今回の資料で、運行方法を

道路運送法第 21条とした理由は何か。 

 ⇒事務局：道路運送法第４条による運行では、大井川地区内を運行する事業者の

選定が困難と判断したため、また、焼津インターチェンジ周辺地域デ

マンドタクシーと同様に道路運送法第 21条による運行とした。 

 

〇神谷委員：乗降箇所について、停留所であればどこでも乗降可能であるか。 

⇒事務局：停留所間の移動であれば、どこでも乗降可能である。 

 

〇山田委員：利用者が介護を必要とする方の場合、介護者も事前登録が必要か。 

⇒事務局：介護者が家族の場合、利用登録時に合わせて登録していただきたい。

家族以外の大井川地区外の方が介護者の場合、事前の相談によって対



R3-24-1 

3 

 

応することも検討していきたい。 

 ⇒杉本委員：介護等の対応について、乗り継ぎが発生する場合は、デマンドタク

シーでの対応と、乗り継ぎ先の路線バスの対応との整合性も考慮し

たほうがよい。 

 

〇福與会長：大井川地区デマンド型乗合タクシーに関する周知については自治会長

と調整し回覧板での周知も検討すること、乗り継ぎ場所については待

合スペースを検討すること、介護を要する利用者への対応など、委員

の方からいただいた意見を基に、より詳細な運行方法を検討させてい

ただきたい。本協議事項について賛成総意のため、事務局の原案通り

決定とする。 

 

 


